
令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

後期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜後期監査報告書（令和７年３月１８日）＞

「処理」の実施状況
【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「処理」を実施したもの、又は実施することを決定したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６件
【Ｃ：実施しない】　　　　　　　基準日までに何らかの理由により「処理」を実施しないこと（又は実施できないこと）を決定したもの　　　　　　　　　４件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況
【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は実施することを決定したもの　　　　　　　　　　　４０件

○部局監査

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

1

産
業
部

森
林
課

【
重
点
】
委
託
業
務

市有林素材
生産業務委
託

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第１におい
て、１，０００万円超３，０００万円
以下の設計の決定者は副部長と定めら
れているが、課長が決定していた。

2
頁

1 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２５日に、正しい決
定区分で決定を受けた。

Ａ：実施済
又は決定済

・令和７年３月２５日に、積算書の決定区
分が、積算金額に応じて自動的に切り替わ
るプログラムを入れ込んだ様式に改正した
(右上に改正日有り)。
・決裁時には、新様式の使用及び決裁区分
について、担当長が再確認を徹底すること
とした。
・これらのことについて、４月に改めて課
内周知をすることとした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

2

福
祉
部

障
が
い
福
祉
課

【
重
点
】
委
託
業
務

豊田市障が
い者教養教
室等業務委
託

【指摘】
　豊田市契約規則第５５条において、
監督又は検査は、監督員又は検査員が
行うこととされ、両名を任命する必要
があるが、いずれも任命されていな
かった。

2
頁

2 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１５日に、今年度分
の監督員・検査員の任命の決裁を行っ
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　委託業務ごと予算執行伺作成時に必ず作
成する契約事務書類チェックリスト（契約
課作成）を各委託書類つづりの先頭に保管
し、新年度当初に負担行為伝票を決裁する
時点で、必ず担当者及び担当長による
チェックリストの確認を行う体制とする。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

3

福
祉
部

地
域
包
括
ケ
ア
企
画
課

【
重
点
】
委
託
業
務

救急医療・
育児相談
コールセン
ター運営業
務委託

【指摘】
　豊田市契約規則第５５条において、
監督又は検査は、監督員又は検査員が
行うこととされ、両名を任命する必要
がある。当該委託は複数年契約であ
り、当初の監督員は令和６年度から人
事異動したため、後任の監督員を任命
すべきところ、任命されていなかっ
た。

3
頁

3 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月３０日に新監督員任
命決定済み（令和６年４月１日付
け）。

Ａ：実施済
又は決定済

　委託事務を含む定型事務の一覧を作成済
み。案件ごとの進捗確認欄を設けて担当長
が進捗管理を実施する。一覧は課内の共有
フォルダに入れ、課長・副課長も随時事務
の抜け漏れや進捗状況を確認する。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 1 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

4

福
祉
部

障
が
い
福
祉
課

【
重
点
】
委
託
業
務

豊田市障が
い者相談支
援業務委託

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第１におい
て、１，０００万円超の監督員及び検
査員の任命決定者は副部長と定められ
ているが、課長が決定していた。

3
頁

4 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１０日に、適切な決
定権者（副部長）とし、決定を行っ
た。

Ａ：実施済
又は決定済

・決定書作成時にマニュアル（その他契約
事務手引・決定区分早見表）を再度確認す
るとともに、決定区分早見表を決裁時に添
付し、決定者、検討者も確認を行う。
・長期継続契約において検査員・監督員が
契約途中で変わる場合は、予算執行伺の任
命決定区分に従い、別途任命を行う。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

5

福
祉
部

介
護
保
険
課

【
重
点
】
委
託
業
務

豊田市要介
護認定調査
業務委託

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第１におい
て、１，０００万円超の監督員及び検
査員の任命決定者は副部長と定められ
ているが、課長が決定していた。

3
頁

5 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１８日
　起案文書に委託金額を明記するとと
もに、初年度の案件発注決定書の写し
と決定区分早見表を添付して、副部長
の決定を受けた。

Ａ：実施済
又は決定済

・決定書作成時にマニュアル（その他契約
事務手引・決定区分早見表）を再度確認す
るとともに、決定区分早見表を決裁時に添
付し、決定者、検討者も確認を行う。
・長期継続契約において検査員・監督員が
契約途中で変わる場合は、予算執行伺の任
命決定区分に従い、別途任命を行う。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

6

上
下
水
道
局

上
水
運
用
セ
ン
タ
ー

【
重
点
】
委
託
業
務

木瀬浄水場
ほか浄水場
機器点検等
業務委託

【指摘】
　豊田市上下水道局職務権限規程別表
第１において、５００万円超１，００
０万円以下の監督員の任命決定者は課
長と定められているが、副課長が決定
していた。

3
頁

6 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１１月２９日に、正しい決
定区分により決定し直した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月１日以降に起案する予算
執行伺については、様式フォーマットを修
正し、決定区分については積算金額に応じ
自動表示できるようにした。加えて、この
様式を使用する際において職務権限規程に
基づく決定区分と誤りがないかを確認する
旨の注意書きを併記した。このことについ
て、局内（様式ＤＢ）で情報共有していく
ことを令和６年１２月１１日に決定した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

7

産
業
部

商
業
観
光
課

【
重
点
】
委
託
業
務

令和６年度
豊田市中心
市街地商業
現況調査委
託

【指摘】
　見積書の提出年月日が、提出期限及
び見積徴取執行調書における見積徴取
年月日よりも遅く、整合が取れていな
かった。

3
頁

7 Ａ：実施済
又は決定済

　適切な日付の見積書を令和６年９月
１２日に受領しており、１０月２１日
に差し替えを行った。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２３日対応
　書類の不備や差戻し等が発生する場合
は、その対応状況を明確にし、不備が解消
したことを担当者が確認してから決裁を行
うことを徹底する。また、契約事務のルー
ルの徹底を図るよう、定期的に担当長以上
の会議で再度確認し、課内に展開するよう
にした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 2 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

8

産
業
部

産
業
労
働
課

【
重
点
】
委
託
業
務

経営研究会
業務委託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、見積
書記載内容に、金額等の重要な誤りが
ある場合は再提出を依頼することとさ
れている。税抜きで記載すべき見積書
金額が税込み金額になっていたが、必
要な手続が取られていなかった。

3
頁

8 Ａ：実施済
又は決定済

　令和７年１月２２日に、受託者から
正しい表記の見積書(税抜き表記）の提
出を求め、契約書類一式に添付した。
また、これらの処理の内容を記録とし
て残し、併せて添付した。

Ａ：実施済
又は決定済

　課内において、委託契約チェックリスト
の活用を義務化することを、令和６年１２
月６日に、方針決定した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

9

福
祉
部

介
護
保
険
課

【
重
点
】
委
託
業
務

介護保険認
定調査委託

【指摘】
　当初の契約書に遺漏があったため後
日締結した覚書において、締結年月日
が記載されていなかった。

3
頁

9 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１８日
・委託先と確認し、市・受託者双方の
覚書に、未記入であった日付を各々記
載した。
・令和６年１２月９日に決定を受けた
覚書の誤りを訂正する覚書の取り交わ
しの際には、委託事業者と協議の上決
定した日付を入力し対応した。

Ａ：実施済
又は決定済

　委託先事業者と協議の上決定した日付
を、覚書印刷前に入力し、後に手書きをし
ない事務手順をとる。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

10

福
祉
部

障
が
い
福
祉
課

【
重
点
】
委
託
業
務

障がい者施
設空調設備
保守点検業
務委託

【指摘】
　豊田市契約規則第３７条の３におい
て、業務委託の業務に着手したとき
は、直ちに委託業務届出書を市長に提
出しなければならないとされている
が、提出されていなかった。

4
頁

10 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１０日に、委託業者
から委託業務届出書の提出を受けた。

Ａ：実施済
又は決定済

　委託業務ごと予算執行伺作成時に必ず作
成する契約事務書類チェックリスト（契約
課作成）を各委託書類つづりの先頭に保管
し、新年度当初に負担行為伝票を決裁する
時点で、必ず担当者及び担当長による
チェックリストの確認を行う体制とする。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

11

福
祉
部

高
齢
福
祉
課

【
重
点
】
委
託
業
務

豊田市高齢
者等配食
サービス事
業委託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、工程
表は委託業務届出書の一部であり、必
ず提出させることとされているが、工
程表が添付されていない委託業務届出
書が受理されていた。

4
頁

11 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１５日に提出を依頼
し、同日受理した。

Ａ：実施済
又は決定済

　契約課情報ＤＢにある「契約事務書類
チェックリスト」に、提出書類の項目を追
加し、決裁ルート上で確認することとし
た。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 3 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

12

産
業
部

商
業
観
光
課

【
重
点
】
委
託
業
務

事前信用調
査委託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、工程
表は委託業務届出書の一部であり、必
ず提出させることとされているが、工
程表が添付されていない委託業務届出
書が受理されていた。

4
頁

12 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月３０日に委託先に工
程表を提出させ、委託業務届出書、委
託契約書と共に保管

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月３１日対応
　「事前信用調査委託　書類チェックリス
ト」を作成し、チェック欄を２つ設けて、
担当者ともう一人の職員でダブルチェック
を行う（チェックリスト作成済み）。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

13

産
業
部

農
政
企
画
課

【
重
点
】
委
託
業
務

農業振興地
域整備計画
変更業務委
託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、工程
表は委託業務届出書の一部であり、必
ず提出させることとされているが、工
程表が添付されていない委託業務届出
書が受理されていた。

4
頁

13 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２５日に、業者に改
めて確認をとり工程表を添付した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月２日から書類の差し替え
時においても担当長及び担当者がチェック
リストに基づきチェックを行うこととし
た。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

14

産
業
部

森
林
課

【
重
点
】
委
託
業
務

市有林素材
生産業務委
託

【指摘】
　委託業務仕様書において、委託業務
届出書に現場組織表及び安全管理表を
添付することとされているが、受理し
た委託業務届出書には添付されていな
かった。

4
頁

14 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２５日に、現場組織
表及び安全管理表の提出を受けた。

Ａ：実施済
又は決定済

・令和７年３月２５日に、「委託業務監督
記録」の履行体制等の確認項目として挙げ
ている委託業務届出書に加え、現場組織表
及び安全管理表の項目を記載することとし
た。
・起案時に契約事務書類チェックリスト
（着手時提出書類 仕様書に記載のある案
件）を用いて、仕様書に記載がある提出書
類について確認することとした。
・収受時には、現場組織表及び安全管理表
の提出について、担当長が再確認を徹底す
ることとした。
・これらのことについて、４月に改めて課
内周知をすることとした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 4 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

15

上
下
水
道
局

料
金
課

【
重
点
】
委
託
業
務

上下水道料
金収納代行
業務
ほか１件

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セ
キュリティに関する特記第４条第１項
において、作業場所を定め、対象業務
の着手前に、書面により報告しなけれ
ばならないとされているが、報告され
ていなかった。

4
頁

15 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１１月７日に作業責任者等
報告書を差し替えた。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月２日に、作業場所を事前
に確認することの意味や必要性について課
内で再確認した。あわせて、作業責任者等
報告書の収受時に「豊田市個人情報の取扱
い及び情報セキュリティに関する特記」の
内容及び提出書類の不備・記載漏れを担当
長と担当者が一緒に確認することを、課内
で作成した事務ミス防止チェックシートに
追加し、運用を徹底した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

16

福
祉
部

よ
り
そ
い
支
援
課

【
重
点
】
委
託
業
務

豊田市地域
福祉支援シ
ステム運用
支援業務委
託

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セ
キュリティに関する特記において、個
人情報の受渡しがあるにもかかわら
ず、個人情報等の受渡し及び返却等に
係る条項が記載されていなかった。

4
頁

16 Ａ：実施済
又は決定済

　契約者と豊田市個人情報の取扱い及
び情報セキュリティに関する特記にお
いて、個人情報等の受渡し及び返却等
に係る条項を追加する覚書を締結し、
個人情報・重要情報消去（破棄）報告
書の提出を求め、令和７年３月７日に
受領した。

Ａ：実施済
又は決定済

　案件発注決定時点において、契約書の
「豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュ
リティに関する特記」の作成の際に、作成
ツールで選択した項目と実施すべきことが
間違っていないか、管理職を含め協議・確
認する機会を持つことなど、複数の目で
チェックする体制とすることとした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

17

福
祉
部

介
護
保
険
課

【
重
点
】
委
託
業
務

介護保険認
定調査委託

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セ
キュリティに関する特記において、契
約書に遺漏があった内容について読替
規定を追加する覚書を締結したが、個
人情報の受渡しがあるにもかかわら
ず、個人情報の受渡しに係る条項を
誤って削除していた。

5
頁

17 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月５日　契約課に確認
　預かり証の受渡しの規定を削除する
項目を外した覚書を再度取り交わし
た。

Ａ：実施済
又は決定済

・案件発注決定時点において、契約書の
「豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュ
リティに関する特記」の作成の際に、作成
ツールで選択した項目と実施すべきことが
正しいか、課内打合せを行うなど、複数の
目でチェックする体制とすることとした。
・万が一、実施すべき内容と仕様書・特記
等に不一致があった場合の覚書策定時に
も、覚書に記載の項目の１つ１つについ
て、その読替えの理由や経緯、内容を決定
者を含め関係者全員で確認する機会を持つ
こととした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

18

福
祉
部

介
護
保
険
課

【
重
点
】
委
託
業
務

介護保険認
定調査委託

【指摘】
　個人情報・重要情報預かり証におい
て、提供した個人情報等が返却されて
いたにもかかわらず、返却年月日欄の
記入及び監督者確認の押印がされてい
なかった。

5
頁

18 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１８日
　間違いなく書類が返却されているこ
とを再確認し、管理リストから返却日
を確認した上で日付を転記・押印し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

・監督者は個人情報等の返却を確認した後
に確認印を押印し、その押印をもってＥｘ
ｃｅｌに日付を入力するという手順を再確
認した。
・あわせて、別の担当者が預かり証の内容
とＥｘｃｅｌの入力に相違がないかを再
チェックし漏れがないことを確認する。
・さらに、委託料支払時に決裁者が再確認
する。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 5 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

19

教
育
部

学
校
教
育
課

【
重
点
】
委
託
業
務

在校時間管
理システム
保守管理委
託

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セ
キュリティに関する特記において、再
委託をしているにもかかわらず、再委
託に係る条項が記載されていなかっ
た。

5
頁

19 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月２７日に、再委託に
係る条項を記載した特記について、覚
書を締結した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月１１日から、案件発注決
定書の決裁において、担当長が特記作成
ツールのデータと仕様書の内容の一致を確
認することとした。また、業務マニュアル
に再委託に関する項目を記載し、発生漏れ
を防ぐ。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

20

産
業
部

次
世
代
産
業
課

【
重
点
】
委
託
業
務

空飛ぶクル
マ普及啓
発・コンテ
ンツ制作業
務委託

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セ
キュリティに関する特記第１１条第２
項において、再委託する必要がある場
合は、再委託先で取り扱う情報等を再
委託に関する報告書により報告しなけ
ればならないとされているが、報告さ
れていなかった。

5
頁

20 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１０日に委託業者に
必要書類の提出を依頼し、１０月１６
日に受領した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１６日、課内に指摘事項
を周知。また、２つの最新チェックリスト
をワンセットにして、担当に配布し、委託
契約の都度、不要の場合もその旨を記載・
添付し決裁を行うこととした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

21

産
業
部

商
業
観
光
課

【
重
点
】
委
託
業
務

観光客等誘
引宿泊促進
事業運営業
務委託

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セ
キュリティに関する特記第１１条第２
項において、再委託する必要がある場
合は、再委託先で取り扱う情報等を再
委託に関する報告書により報告しなけ
ればならないとされているが、報告さ
れていなかった。

5
頁

21 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２１日に、正しい様
式（様式４）により、再委託先の従業
員を報告するよう依頼し、書類受理、
処理済み。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２３日対応
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュ
リティに関する特記を作成する際は、契約
事務書類チェックリストでの確認及び最新
の作成ツールを活用し、再委託された場合
も含め、指定様式等に不備がないか、担当
者及び担当長において、確認を徹底すると
ともに、定期的に担当長以上の会議で再度
確認し、課内に展開するようにした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

22

上
下
水
道
局

上
水
運
用
セ
ン
タ
ー

【
重
点
】
委
託
業
務

イオンクロ
マトグラフ
システム保
守点検業務
委託
ほか３件

【指摘】
　豊田市情報セキュリティに関する特
記第７条第２項において、再委託する
必要がある場合は、再委託先で取り扱
う情報等を再委託に関する報告書によ
り報告しなければならないとされてい
るが、報告されていなかった。

5
頁

22 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１１月５日、再委託に関す
る報告書を提出させた。

Ａ：実施済
又は決定済

　年度当初に作成する年間保守管理計画に
再委託の有無を記載する欄を設け、決裁時
において担当者、検討者及び決定者による
確認を行うとともに、既存の委託事務
チェックリストによる定期的（半年に１
度）な点検を行うこととした。加えて、再
委託・情報セキュリティに関する職場研修
を年度当初に実施することを令和６年１２
月１１日に決定した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 6 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

23

教
育
部

学
校
教
育
課

【
重
点
】
委
託
業
務

教職員スト
レスチェッ
ク業務委託
ほか２件

【指摘】
　豊田市情報セキュリティ基本要綱第
５０条の規定に基づき定められた外部
委託等におけるセキュリティ管理基準
において、市が所管する機密性重要度
２以上のデータを加工し、又は処理す
る業務を外部に委託する場合は、契約
書に情報セキュリティに関する特記を
添付することとされているが、添付さ
れていなかった。

6
頁

23 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月２７日までに、情報
セキュリティに関する特記について、
覚書を締結した。

【対象案件】
・教職員ストレスチェック業務委託
・中学生進路指導事業委託
・中学生学習診断テスト問題作成及び
分析業務委託

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月１１日から、案件発注決
定書の決裁において、担当長が特記作成
ツールのデータと仕様書の内容の一致を確
認することとした。
　組織については、令和７年度から指導主
事（教員）と行政職が一体となって事業を
実施する体制に変更することとした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

24

福
祉
部

総
務
監
査
課

【
重
点
】
委
託
業
務

令和６年度
社会福祉関
係職員研修
事業委託

【指摘】
　豊田市契約規則第４１条第３項及び
第４項において、受託者は、業務の全
部又は指定した主たる部分を第三者に
請け負わせてはならないとされてい
る。そのため、委託契約事務の手引に
おいて、再委託を認める場合は、委託
業務仕様書に、再委託ができない「主
たる部分」を記載し、再委託を認めな
い場合は、再委託を認めない旨を記載
することとされているが、記載されて
いなかった。

6
頁

24 Ｃ：実施し
ない

　受託者に再委託がないことを確認
し、令和６年度の当該契約については
仕様書を変更しないことを令和６年１
２月９日に決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和７年度の当該契約については、仕様
書に再委託の禁止を記載した。また再発防
止のため、契約課が作成した「委託契約
チェックリスト」によるチェックを行うこ
ととした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

25

産
業
部

農
地
整
備
課

【
重
点
】
委
託
業
務

上郷柳川瀬
排水機場運
転等管理委
託
ほか７件

【指摘】
　豊田市契約規則第４１条第３項及び
第４項において、受託者は、業務の全
部又は指定した主たる部分を第三者に
請け負わせてはならないとされてい
る。そのため、委託契約事務の手引に
おいて、再委託を認める場合は、委託
業務仕様書に、再委託ができない「主
たる部分」を記載し、再委託を認めな
い場合は、再委託を認めない旨を記載
することとされているが、記載されて
いなかった。

6
頁

25 Ａ：実施済
又は決定済

　８件中１件は、草刈りの再委託承認
申請書が提出されており、草刈りにつ
いては仕様書において再委託を認めて
いること、その他７件については再委
託はないことから仕様書の変更はして
いない（令和６年１１月契約課確認済
み）が、指摘の経緯が分かるよう、今
回対象となった委託書類に監査記録と
「主たる部分」を記載した仕様書を添
付した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１１月から自課発注案件につい
てもチェックリストの使用及び「主たる部
分」を記載した仕様書の使用を開始した。
また、監査委員の意見については、監査記
録を作成し課内周知した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 7 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

26

産
業
部

森
林
課

【
重
点
】
委
託
業
務

豊田森林組
合稲武支所
跡地草刈業
務委託

【指摘】
　豊田市契約規則第４１条第３項及び
第４項において、受託者は、業務の全
部又は指定した主たる部分を第三者に
請け負わせてはならないとされてい
る。そのため、委託契約事務の手引に
おいて、再委託を認める場合は、委託
業務仕様書に、再委託ができない「主
たる部分」を記載し、再委託を認めな
い場合は、再委託を認めない旨を記載
することとされているが、記載されて
いなかった。

6
頁

26 Ｃ：実施し
ない

　本来必要であった再委託承認申請及
び承認行為は事後であるため実施しな
い。なお、受託者より提出された作業
報告書より本案件の主たる部分である
草刈り業務は再委託されていないこと
を令和６年１０月１８日に確認した。
　また今回刈草の運搬処分を行った第
三者の業者について、廃棄物の処理及
び清掃に関する法律に基づく収集運搬
業・処分業の許可業者であることを豊
田市廃棄物対策課公開データにより確
認した。
　今回の処理の内容が分かるよう、こ
の措置等状況通知の表を令和６年度の
当事業の書類にとじ込んだ。

Ａ：実施済
又は決定済

・令和６年１０月１８日に次回以降の発注
に備えて仕様書の見直しを実施した。
・起案時に委託契約チェックリスト(再委
託に関する事項が記載してありますか。）
を用いて確認を実施することとした。
・このことについて、４月に改めて課内周
知をすることとした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

27

上
下
水
道
局

上
水
運
用
セ
ン
タ
ー

【
重
点
】
委
託
業
務

イオンクロ
マトグラフ
システム保
守点検業務
委託
ほか３件

【指摘】
　豊田市契約規則第４１条第５項にお
いて、受託者は、業務の一部を委任し
ようとするときは、委託業務再委託承
認申請書を提出し、承認を受けなけれ
ばならないとされているが、当該申請
書が提出されていなかった。

6
頁

27 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１１月５日、委託業務再委
託承認申請書を提出させ、承認した。

Ａ：実施済
又は決定済

　年度当初に作成する年間保守管理計画に
再委託の有無を記載する欄を設け、決裁時
において担当者、検討者及び決定者による
確認を行うとともに、既存の委託事務
チェックリストによる定期的（半年に１
度）な点検を行うこととした。加えて、再
委託・情報セキュリティに関する職場研修
を年度当初に実施することを令和６年１２
月１１日に決定した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

28

教
育
部

学
校
教
育
課

【
重
点
】
委
託
業
務

旭地区ス
クールバス
運行管理業
務委託

【指摘】
　委託業務仕様書において、受託者は
自動車保険に加入し、保険証書の写し
を提出することとされているが、提出
されていなかった。

6
頁

28 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２５日に、自動車保
険の写しを受領し、加入していること
を確認した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月１１日から、業者から契
約関係書類の提出を受ける際に併せて提出
させることとした。提出書類の一覧に明記
し、業者へ交付する。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 8 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

29

教
育
部

保
健
給
食
課

収
入
事
務

小学校児童
学校災害共
済保護者負
担金　ほか
２件

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第３５条第
１項において、歳入を徴収しようとす
るときは調定手続をしなければならな
いとされているが、調定手続が行われ
ていなかった。

7
頁

29 Ａ：実施済
又は決定済

　当初加入分の調定手続を１２月２６
日に実施

Ａ：実施済
又は決定済

・令和６年１１月１３日の担当打合せにお
いて、当初加入・転入の調定、学校からの
入金報告・入金確認及び催促までの事務の
流れを改めて共有した（作業マニュアルに
記載）。
・当初加入分のうち、学校からの納入報告
により調定条件が確定している分について
は、速やかに（６月中）に調定を行う。減
免対象であり調定条件が確定していない分
は、調定条件が確定後に改めて調定を行
う。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

30

福
祉
部

生
活
福
祉
課

収
入
事
務

生活保護返
還金

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第３５条第
１項において、調定決定書における調
定額は納入すべき金額とされている
が、受領金額となっていた。

7
頁

30 Ａ：実施済
又は決定済

　令和７年度から実施することを令和
６年１２月５日に決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　毎年５月末日までに「過年度戻入」とす
るか「返還金」とするかを決定する。返還
金とする場合は速やかに生活保護法第６３
条返還金の決裁を起案し、過年度戻入とす
る場合は、総務担当が「過年度戻入」リス
トを作成し、納入すべき金額を確定して６
月早々に調定を行うこととした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

31

産
業
部

商
業
観
光
課

収
入
事
務

信用保証料
補助金返還
金

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第４３条第
１項及び第２項において、収入未済額
があるときは、その金額を翌年度の歳
入に繰り越さなければならず、当該年
度の収入未済額については６月１日に
繰り越すとされているが、令和５年度
収入未済額の繰越処理が行われていな
かった。

7
頁

31 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年６月１日付けで調定伝票を
起票・決定し、繰越処理を実施済み。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２３日対応
　課内で財政課からの繰越処理に係る通知
を回覧するとともに、担当長以上の会議に
て共有し、再周知を行った。
　また、信用保証料返還金のマニュアルへ
未収債権が発生した場合の繰越処理に係る
事務手続を記載した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

32

産
業
部

森
林
課

収
入
事
務

領収書 【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第４８条第
１項において、領収書には領収印を押
印して納入義務者に交付するとされて
いるが、押印されていなかった。

7
頁

32 Ｃ：実施し
ない

　事後であったため、修正を行わな
い。

Ａ：実施済
又は決定済

・原符及び領収印がそれぞれ別々に保管が
されていたため、両者に関連性があること
を視覚的に認識できるよう、令和６年１０
月１８日に同じケースに収納し、保管し
た。
・令和７年３月２５日に原符及び領収印の
ケースに注意事項として、「必ず領収印を
原符・領収書ともに押す」と印字したシー
ルを貼り付けた。
・これらのことについて、４月に現金出納
員に改めて研修し、周知することとした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 9 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

33

産
業
部

農
地
整
備
課

収
入
事
務

原符 【指摘】
　原符（領収書の控え）に金額が記載
されていないものがあった。

7
頁

33 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月３１日に申請者に領
収書を持参してもらい、謝罪を行った
上で原符及び領収書に金額を記載し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１１月１日から領収書は金銭受
取と同時に申請者の目の前で作成すること
とした。また、領収書を手渡すときに申請
者の前で領収名と金額を読み上げ確認する
こととした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

34

産
業
部

次
世
代
産
業
課

収
入
事
務

原符 【指摘】
　原符（領収書の控え）の取扱いにお
いて、書き損じた場合は領収書を切り
離さず保管すべきところ、保管されて
いないものがあった。

7
頁

34 Ｃ：実施し
ない

　令和６年１０月８日、書き損じた領
収書は廃棄済みであることを確認。念
のため事務室内を捜索したが、発見で
きなかった。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１６日、課内に指摘事項
を周知。原符表紙に書き損じた領収書は必
ず保管する旨の注意事項を記載するととも
に、担当長以上に報告を実施することとし
た。また切り離した領収書を入れる袋を用
意し、原符と共に金庫に保管することとし
た。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

35

上
下
水
道
局

下
水
道
建
設
課

収
入
事
務

下水道事業
受益者負担
金

【指摘】
　下水道事業受益者負担金において、
負担金の額、徴収猶予、減免の通知
は、それぞれ豊田市下水道事業受益者
負担金規程第５条による様式第２号、
第１０条による様式第５号、第１２条
による様式第１０号で行うこととされ
ている。しかし、負担金額の決定と徴
収猶予又は減免の決定を同時に通知す
る事務手順の実施により、同規程には
定めのない様式が使用されていた。

8
頁

35 Ａ：実施済
又は決定済

　従来使用していた負担金額の決定と
徴収猶予又は減免の決定を同時に通知
する規程に定めのない様式を使用する
ことをやめ、規程に定めている様式で
通知することを令和６年１０月１８日
に内部決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　様式が規則（規程）で定められているこ
と、そのため様式を変更しようとするとき
は、規則（規程）を改正する必要があるこ
とを課内で共有した。また、業務プロセス
を見直し、関係職員に周知した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

36

産
業
部

商
業
観
光
課

補
助
金
等
交
付
事
務

商業活性化
推進交付金

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第２におい
て、５００万円超３，０００万円以下
の交付金に係る予算執行伺には財政課
長の合議が必要であるが、合議がされ
ていなかった。

8
頁

36 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２１日に財政課の合
議決定を行った。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月２３日対応
　担当者は、文書事務の手引を確認し、決
定及び合議の趣旨を理解するとともに、決
裁に際しては、職務権限規程で定める財務
関係決定区分表を添付し、合議の有無を明
確にした上で、合議を受けた後、決定者へ
決裁を回すことを徹底する。また、決定者
は合議のない決裁について、決定をしない
ことを徹底する。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 10 ／11－



令和６年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

37

産
業
部

産
業
労
働
課

物
品
の
管
理

豊田市女性
しごとテラ
ス　ＰＣ

【指摘】
　豊田市情報セキュリティに関する覚
書第３条第１項において、作業責任者
及び作業従事者を定めて書面により報
告しなければならないとされている
が、報告されていなかった。

8
頁

37 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１８日に、作業責任
者等報告書の提出を求めた。

Ａ：実施済
又は決定済

　課内において、豊田市情報セキュリティ
に関する覚書及び特記ツールの作成方法等
に関する研修を実施することを令和６年１
２月６日に決定した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

38

福
祉
部

福
祉
医
療
課

物
品
の
管
理

切手等受払
い管理簿

【指摘】
　切手の管理において、確認者は前月
からの繰越枚数を確認した際は、確認
者欄に署名すべきところ、署名されて
いないものがあった。

8
頁

38 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１０月１８日に、切手等受
払い管理簿の令和６年８月から９月へ
の繰越数と切手の残数を再確認し、確
認者欄に署名した。

Ａ：実施済
又は決定済

　緊急の発送物のために切手を保有してい
たが、保有切手の種類が令和６年１０月の
郵便料金改定後に見合っていないことに加
え、使用頻度が低いため、令和６年１２月
５日に庶務課へ保有切手の全てを返却し、
１２月６日以後は切手が必要な場合に使用
する分のみ庶務課へ申請し、切手を保有し
ないこととした。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

39

教
育
部

学
校
教
育
課

物
品
の
管
理

切手等受払
い管理簿

【指摘】
　切手の管理において、確認者は前月
からの繰越枚数を確認した際は、確認
者欄に署名すべきところ、署名されて
いないものがあった。

8
頁

39 Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年１２月６日に、内容に誤り
がないことを確認者が確認し、該当欄
に押印した。

Ａ：実施済
又は決定済

　市の返信用封筒導入に伴い、切手を常時
保持する必要がなくなったため、令和６年
１２月９日に、保管していた切手を全て庶
務課に返却した。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

40

福
祉
部

生
活
福
祉
課

そ
の
他

金庫内現金
管理簿

【意見】
　金庫内現金管理簿上で入出金を記録
しているが、任意の時点における現金
残高を把握することが困難であった。
　入出金の動きだけでなく、現金残高
を管理簿上で確認できるよう現金管理
簿の運用方法を検討されたい。

8
頁

40 Ａ：実施済
又は決定済

　令和７年度から、毎日金庫内現金と
現金管理簿を照合し確認することを令
和７年３月２７日に決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　毎日金庫内現金と現金管理簿との照合を
行い、件数と金額を把握する。

令
和
7
年
3
月
3
1
日

－ 11 ／11－


